
 
 

       

○内閣府本府地球環境問題対策推進委員会設置要綱 

 

                          平成１５年１１月１４日 

                          大臣官房長決定  

                             最終改正 令和２年府総第 427 号 

 

内閣府本府地球環境問題対策推進委員会設置要綱について、下記のとおり定める。 

 

記 

 

１ 目的  

内閣府本府における地球環境問題対策に関して、その取組の基本的事項を定め、その推

進を図るため、内閣府本府地球環境問題対策推進委員会（以下「委員会」という。）を設

置する。 

 

２ 構成 

委員会の委員長は、大臣官房長とする。 

委員長代理は、大臣官房政策立案総括審議官及び大臣官房審議官（官房担当）のうちか

ら大臣官房長が指名する者とする。 

委員会は委員長、委員長代理のほか、部局（内閣府本府における行政文書の取扱いに関

する規程（平成１３年１月６日内閣府訓令第２２号）第３条第８号に規定するものをい

う。）の総括課長等を構成員とする。 

 

３ 所掌事務 

（１）内閣府本府における環境配慮の方針の策定、推進及び進捗状況の点検に関すること。 

（２）内閣府本府における内閣府本府温暖化ガス削減等実施計画の策定、推進及び進捗状

況の点検に関すること。 

（３）その他内閣府本府における地球環境問題対策に関すること。 

 

４ 構成員以外の者の出席 

  委員会は、必要に応じ、構成員以外の者を出席させることができる。 

 

５ 庶務 

委員会の庶務は、大臣官房企画調整課において処理する。 

 

６ その他 

その他委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

 


